 ※代理店実態を踏まえ、必要に応じて文言を修正してください。

スポット業務委託用

令和○○年○○月○○日
○○○○（代理店名）　御中
所 在 地     
受託者名     
役　職     

個人情報の取り扱いの受託に係る確認書

当店は、当店と貴店との間の令和○○年○○月○○日付の○○○○○に関わる業務委託に関して次の事項を遵守いたします。

第１条(秘密保持)
当店は、委託業務遂行のために貴店から開示または提供された個人情報、顧客情報その他すべての情報（以下「機密情報」という）を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に貴店の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示または提供しません。
２ 当店は、機密情報の漏洩、盗用、改竄、滅失又はき損の防止及び目的外利用の禁止に必要な措置を講じます。
３ 当店は、機密情報を当店の従業者に取り扱わせるにあたり、機密情報をもらし、または盗用してはならないなど適切な監督を行います。
４ 当店は、機密情報について、複写、複製が必要なときは、事前に貴店の承諾を得るものとします。
５ 本契約が終了した場合には、当店は機密情報及びその複写、複製を遅滞なく貴店に返還します。
６ 本条の機密保持義務は、本契約終了後も存続することに同意します。

第２条（再委託の禁止）
  当店は委託業務を第三者に再委託いたしません。

第３条（業務の報告等）
当店は、貴店に対して所定の方法により委託業務の遂行状況等について報告します。
２  前項にかかわらず、貴店は、必要があると判断した場合には、当店に対して委託業務の遂行状況等の報告を求め、または検査を行うことができるものとします。

第４条（漏えい事案等の報告）
当店は、機密情報の漏洩等の事故が発生した場合には、直ちに貴店に報告するとともに、貴店が講ずる措置に協力します。
２ 前項の事故について貴店が機密情報の情報主体その他の者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合には、当店は自らの責任と費用でこれに対応します。

第５条（損害賠償）
当店が委託業務に関して自己の責めに帰すべき事由により貴店に損害を与えたときは、貴店は、当店に対して損害賠償を請求することができます。


	第６条（反社会的勢力の排除）
当店は、自己（取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人またはこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含みます。以下、同じ。）が、現在、暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じる者（以下、総称して、「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
２　当店は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
（１）反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していること
（２）事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること
（３）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または反復若しくは継続して便宜を供与するなど、反社会的勢力の運営・維持に関与していること
（４）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
３　当店は、自己により、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
（１）暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為
（２）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（３）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
（４）その他前各号に準ずる行為
４　貴店は、当店が前各項のいずれかに違反していることが判明したとき、または違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができます。
５　貴店は、前項に基づき本契約を解除した場合に相手方に損害が生じてもなんらこれを賠償する責任を負いません。
以 上
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